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女性活躍推進のための青森県病院局特定事業主行動計画 

 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

（令和５年４月１日改訂） 

青 森 県 病 院 局 

 

Ⅰ はじめに 

 

１ 目的  

この計画は、女性職員がその個性と能力を十分に発揮していくことができるよう、地方公務員法の

平等取扱の原則及び成績主義の原則に留意しつつ、女性職員の採用・登用の推進や男女の仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進に積極的に取り組むことを目的に策定します。  

 

２ 計画期間  

令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間  

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）は、平成２８年度から令和 

７年度までの１０年間の時限法ですが、本計画では、その後半の期間である令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日までの５年間を計画期間とし、前期の取組の成果を踏まえ、必要な見直しを行っ 

た上で、目標達成に必要な取組を行うものです。  

 

３ 男女を通じた働き方改革への取組に向けて  

病院局の職員全体に占める女性職員の割合は約７０％を占めており、女性職員が、その個性と能力

を十分に発揮していくことは、政策医療を担う拠点病院として、県民により高度で質の高い医療を提

供していくために重要なことです。  

病院局の人材を効果的に活用していくため、病院事業管理者をはじめ、各部署の長が先頭に立って、

職員が働きやすい職場環境を整えながら、女性職員を積極的に登用するなど、女性活躍の取組を強力

に進めていきます。  

 

４ 計画の推進  

（１）計画の対象職員、計画の推進に当たって主体となる職員  

ア 対象職員 

病院局職員 

イ 主体となる職員  

・各部署の長（部署内の取組を強力に推進する。）  

・総務課人事担当者（計画の推進、進捗管理を行う。）  

・各病院総務担当者（服務制度の周知及び活用の推進を行う。）  

・全職員  

 

（２）病院事業管理者の役割  

病院事業管理者は、計画の実施状況を年度ごとに点検し、必要に応じ、計画の見直しなどを行

います。 

また、毎年１回、本計画の策定に当たり状況把握した項目について、中央病院ホームページ等

により公表します。  
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

〇本計画で対象とする一般職の範囲 

  令和２年度以降 令和元年度以前 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 

任期の定めのない常勤職員 〇  〇  

再任用職員 〇  〇  

再任用短時間勤務職員  〇  〇 

会計年度任用職員（フルタイム・パートタイム）  〇   

臨時的任用職員 〇   〇 

非常勤職員    〇 

 

 

 

 

 〇各統計の集計範囲 

Ⅱ 状況把握・

課題項目の 

各項目 

 

 

職 

１ 採用 

 

２ 就業継続及び

仕事と家庭の両

立 

３ 勤務時間 ４ 女性

管理職 

採用職員

に占める

女性の割

合 

受験者に

占める女

性の割合 

職員に占

める女性

の割合 

離職率 育児休

業・配偶

者出産休

暇等 

時間外勤

務時間 

年次休暇 管理的地

位にある

女性職員

の割合 

任期の定めのない

常勤職員 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

再任用職員   〇  〇 〇 〇  

再任用短時間勤務職員   〇  〇 〇   

会計年度任用職員 

非常勤職員 

臨時的任用職員 

 

 

〇  〇    
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Ⅱ 状況把握・課題分析  

 

１ 採用  

【現状】  

職員の採用は選考試験によるものが中心であり、年によって変化はあるものの、各年度の採用

した職員に占める女性職員の割合は概ね６０％前後で推移し、採用試験の受験者の総数に占める

女性割合は７０％前後で推移しています。また、職員に占める女性の割合は約７０％となってお

り、高い水準となっています。  

 

【課題】  

女性職員の割合が全体として過半を超えていることから、男性職員の割合とのバランスを考慮

しつつ、職員に占める女性職員の割合を高い水準で維持するための取組が求められます。 

 

（１）採用した職員に占める女性職員の割合  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※各年度採用者に占める割合 

※任期の定めのない常勤職員を対象 

 

（２）採用試験の受験者の総数に占める女性の割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

※各年度に実施した選考試験における実績（翌年度に採用） 

    ※任期の定めのない常勤職員を対象 

 

66.7%

68.6%

60.6%

63.8%

61.0%

H28 H29 H30 R1 R2

73.2% 73.7%

78.6%

73.7%

67.4%

H27 H28 H29 H30 R1
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（３）職員に占める女性職員の割合  

ア 常勤職員（臨時的任用職員を除く）及び再任用短時間勤務職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度４月１日時点  

 

イ 会計年度任用職員・臨時的任用職員 

女性職員割合（R2.4.1 時点） 90.8% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.0%

68.6%

69.6%

69.1%

69.9%

H28 H29 H30 R1 R2
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２ 就業継続及び仕事と家庭の両立  

【現状】 

離職率は、男性職員より女性職員がやや高い傾向にあります。 

育児休業については、女性職員の取得率は、概ね１００％に近い数値で推移している一方で、

男性職員は、平成２７年度から令和元年度までの５年間の利用者が３名と少なく、取得期間も１

か月程度と短い状況です。なお、男性職員の配偶者出産休暇又は育児参加休暇の取得については、

常勤職員（臨時的任用職員を除く）の取得率が３０～７０％程度と年度によって大きく変動して

います。  
 

【課題】  

男性と女性が仕事と家庭生活を両立していくために、男性職員が配偶者出産休暇、育児参加休

暇及び育児休業を利用し、積極的に育児を行うことが必要です。また、これらの制度を利用しや

すくするため、周囲の職員の意識改革や職場風土改革が求められます。さらに、職員の育児や介

護等、様々な事情に配慮した多様な働き方に資する制度の検討や実施が必要です。  
 
（１）男女の離職率の差違  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※各年度における離職率  
※離職率＝自己都合による普通退職者数 

／当該年度の４月１日時点の総職員数（任期の定めのない常勤職員） 
 

（２）離職率と離職率の年代別割合（令和元年度） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 離職率 
構成割合（年代別） 

～19 歳 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50～64 歳 

男性 1.6％ 0.0% 10.0% 60.0% 15.0% 15.0% 

女性 3.2％ 0.0% 65.0% 25.0% 7.5% 2.5% 

1.5% 1.3% 1.4% 1.4% 1.6%

3.7% 3.5%

2.8%
2.5%

3.2%

H27 H28 H29 H30 R1

男性 女性
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（３）男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布  

ア 常勤職員（臨時的任用職員を除く） 

年度 
男 性 女 性 

人数 取得率 人数 取得率 

H27 0 人  － 83 人 100.0％ 

H28 0 人 － 95 人 100.0％ 

H29 1 人 5.3％ 95 人 98.1％ 

H30 1 人 4.8％ 107 人 100.0％ 

R1 1 人 3.2％ 104 人 100.0％ 

※取得率＝各年度に利用した者／各年度に新たに利用可能となった者  
 
       ○取得期間（令和元年度） 

取得期間 
男性 女性 

人数 割合 人数 割合 

１か月未満 1 人 100.0％ 0 人 0.0％ 

１か月以上３か月未満 0 人 0.0％ 1 人 1.0％ 

３か月以上６か月未満 0 人 0.0％ 0 人 0.0％ 

６か月以上１年未満 0 人 0.0％ 43 人 41.3％ 

１年以上 0 人 0.0％ 60 人 57.7％ 

計 1 人 100.0％ 104 人 100.0％ 

 

イ 非常勤職員 

年度 
男 性 女 性 

人数 取得率 人数 取得率 

H27 0 人 － 0 人 － 

H28 0 人 － 2 人 28.6％ 

H29 0 人 － 0 人 － 

H30 0 人 － 3 人 75.0％ 

R1 0 人 － 1 人 100.0％ 

 
       ○取得期間（令和元年度） 

取得期間 
男性 女性 

人数 割合 人数 割合 

６か月以上～１年未満 0 人 － 1 人 100.0％ 

 

（４）男性職員の配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇取得率及び取得日数の分布状況  

取得年度 H27 H28 H29 H30 R１ 
取得日数の分布 

（R１） 

常勤職員（臨時的

任用職員を除く） 
31.3% 51.9% 68.4% 76.2% 45.2% 

5 日未満 5 日以上 

50.0% 50.0% 

非常勤職員 

臨時的任用職員 
－ － － － － 

5 日未満 5 日以上 

－ － 
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３ 勤務時間  

【現状】  

令和元年度における職員一人当たりの各月ごとの平均時間外勤務時間は、年平均で１９．６時

間となっており、前年度と比べ変動はありません。また、令和元年度における年次休暇の取得日

数は９．０日となっています。  

 

【課題】  

恒常的な時間外勤務は、男女問わず、家事・育児等に影響を与え、仕事と家庭生活の両立を妨

げる要因となります。効率的な業務運営とし、時間外勤務の縮減を進めるとともに、年次休暇を

取得しやすい組織としていくことが必要です。 

 

（１）職員一人当たりの平均時間外勤務時間 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 

時間 15.4 時間 15.1 時間 16.0 時間 19.6 時間 19.6 時間 

   ※任期の定めのない常勤職員・再任用職員・再任用短時間勤務職員を対象 

 

（２）職員一人当たりの各月ごとの平均時間外勤務時間（令和元年度） 

      （単位：時間） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年平均 

平均時間外

勤務時間 
25.8 20.1 19.4 19.0 17.7 17.7 20.7 18.1 19.0 18.8 19.5 19.2 19.6 

 

 

（３）職員一人当たりの年次休暇の平均取得状況  

年 H27 H28 H29 H30 R1 

取得日数 8.9 日 9.2 日 8.4 日 7.7 日 9.0 日 

※各年 1 月 1 日～12 月 31 日の実績 

    ※上記の全期間に在職した非現業の職員（自治体等への派遣、組合専従、育児短時間勤務、 

育児休業又は休職した職員を除く） 
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４ 女性管理職  

【現状】 

令和２年４月１日時点の副参事級以上の女性職員の割合は１６．９％であり、管理職に占める

女性職員の割合は、概ね一定の水準を維持しています。 

各役職段階に占める女性職員の割合は、主査級は約８２％、総括主幹級・主幹級は約５４％を

占めています。  

 

【課題】  

職種によっては、管理職の配置が限定されていることから、女性職員が管理職として活躍でき

る組織体制づくりに関する取組、女性職員のキャリアアップに関する取組等が求められます。 

また、仕事と家庭生活の両立に向けた取組も必要です。 

 

（１）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※各年度４月１日時点での副参事級以上の任期の定めのない常勤職員の割合 

 

（２）各役職段階に占める女性職員の割合と伸び率 

      H28 H29 H30 H31 R2 
伸び率 
(R2-H28) 

部長級・ 
次長級 

 6.3%  6.7%  7.1%  7.7%  7.7%   1.4 ㌽ 

課長級・ 
副参事級 

20.8% 20.0% 19.6% 16.9% 19.0% △1.8 ㌽ 

総括主幹級・ 
主幹級 

50.0% 49.3% 48.7% 48.7% 53.9%   3.9 ㌽ 

主査級 85.0% 84.9% 86.2% 84.1% 82.3% △2.7 ㌽ 

（参考） 
部長級～主査級 

60.5% 59.8% 60.0% 59.0% 60.1% △0.4 ㌽ 

    ※各年度４月１日時点  

 

 

 

17.4%
17.1% 16.9%

15.3%

16.9%

H28 H29 H30 R1 R2
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Ⅲ 具体的な取組内容  

 

１ 各段階の課題に応じた取組  

（１）採用－女性採用比率の向上に向けた取組  

ア  職員採用試験における女性受験者の増加に向けた取組  

女性の採用者数を増やすためには、女性受験者を増加させる必要があることから、職員募集

パンフレットや採用説明会において、仕事のやりがいや仕事と家庭生活を両立して活躍する職

員の姿を紹介し、女性がやりがいを持って働きやすい職場環境であることをアピールするほか、

県内だけではなくＵＩＪターンが見込まれる首都圏等での求人活動を行います。特に、女性職

員が少ない医療技術職種については、大学等が実施する説明会などのあらゆる機会をとらえて

女性に受験を働きかけるなどの取組を行います。  
 

イ  女性が受験しやすい体制づくり  

女性職員が選考過程に多く携わることができるよう、女性の面接員等を増やしていきます。  
 

ウ 女性採用比率に係る目標 

女性採用比率を５８％以上にします。 

 
（２）配置・育成－女性職員の能力向上に向けた取組  

ア  配置や職務内容見直し  

女性職員が意欲を維持しながらキャリアアップしていくために、従事する業務を積極的に拡

大し、出産・子育て期に入る以前の初期キャリアの充実と、出産・育休後の時間制約のある時

期においても能力が発揮できるよう、本人の希望や意向を踏まえた環境づくりに努めます。ま

た、男女の配置バランスを考慮した職員配置を行います。  
 

イ  業務上有益な資格取得の推進 

     職員個々の能力の向上を図り、県民により高度で質の高い医療を提供するとともに、政策医

療を担う拠点病院としての役割を適切に果たすため、業務上有益な資格の取得を推進します。 
 

ウ  管理監督者としての人材育成機会の充実  

管理職員へのステップとして、看護部門においては主幹級の女性職員を副看護師長に積極的

に登用するなどの取組を行います。  

 

（３）昇任－女性管理職割合の向上に向けた取組 

ア  女性職員の役付職員への積極的登用  

人事評価その他の能力の実証に基づき、女性職員を積極的に役付職員に登用します。  
 

イ  育児や介護を行う職員に配慮した登用方法等の検討 

① 男性女性を問わず、育児休業や介護休暇等により、業務から長期間離れた場合であっても、

復職後の人事評価その他の能力の実証に基づき、登用に際して十分に配慮します。  

② 勤務時間に制限が生じる職員については、業務の状況を踏まえ、勤務を継続できるよう配慮

します。  
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ウ 管理職員の意識改革 

女性職員が活躍できる職場を作るためには、男女双方の職員の働き方改革によるワーク・ラ

イフ・バランスの実現が不可欠です。長時間勤務や成果のみが評価され、時間当たりの生産性

が無視されるような職場にならないために、管理職員の意識を変え、同僚又は部下である女性

が、昇任意欲を持てるよう支援するマネジメントについて学ぶ機会を設けます。 

 

エ 男性職員の家庭生活に対する意識醸成 

女性が仕事と家庭生活を両立するためには、男性が家庭において家事や育児を積極的に行う

ことが不可欠であることから、育児休業を取得した男性職員や、家庭生活に積極的に関わる男

性職員を紹介し、男性職員の意識醸成を促します。  

 

オ 女性管理職割合の向上に係る目標 

副参事級以上に占める女性の割合を、令和８年４月１日までに２１％以上にします。 

 

２ 職業生活と家庭生活の両立に関する取組の更なる推進  

（１）男女を通じた長時間労働の是正など働き方改革  

－ワーク・ライフ・バランスの推進、時間外勤務の縮減に向けた取組  

ア 時間外勤務の縮減  

次世代育成支援対策推進法に基づき策定している青森県特定事業主行動計画（以下「次世代 

育成支援対策推進法行動計画」という。）４（９）「時間外勤務及び休日勤務を縮減するために」

の実施により、時間外勤務の縮減を図ります。  

 

イ 休暇等取得の促進  

① 子どもの出産時に父親となる職員の連続休暇の取得の促進  

次世代育成支援対策推進法行動計画４（４）「子どもの出生時に父親となる職員が休暇を取

得しやすい環境をつくるために」の実施により、男性職員の休暇取得の促進を図ります。  

② 育児休業の取得の促進  

次世代育成支援対策推進法行動計画４（５）「育児休業を取得しやすい環境をつくるため

に」の実施により、特に育児休業取得率が低い水準にある男性職員の育児休業の取得の推進

を図ります。  

③ 各種休暇取得の促進  

次世代育成支援対策推進法行動計画４（８）「年次休暇の取得を促進するために」の実施に

より、年次休暇取得の推進を図ります。  

 

  ウ 育児休業の取得促進に係る目標 

育児休業の取得率を、令和７年度までに男性職員、女性職員ともに 100％にします。 

 

エ 効率的な業務運営の構築  

次世代育成支援対策推進法行動計画４（９）「時間外勤務及び休日勤務を縮減するために」の

実施やモバイルワークをはじめとするＩＣＴの活用により、業務を効率的に進めるほか、再任

用職員の能力と経験を一層活用することにより、効率的な業務運営の構築を図ります。  
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オ 柔軟な働き方に資する制度の利用促進 

育児等を行いながら仕事と家庭生活を両立するためには、業務の効率化に加え、勤務時間を

柔軟にする取組が必要であることから、フレックスタイム制等の導入について検討を行います。 

 

（２）両立支援制度の導入と制度の利用や復職がしやすい雰囲気づくり  

－誰もが「働きがい」も「働きやすさ」も感じられる職場づくりに向けた取組  

ア 休暇等取得の促進  

２（１）イ「休暇等取得の促進」を実施します。  

 

イ 育児休業中を取得している職員への職場復帰支援  

育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰し、適応することができるよう、業務に関

連する諸制度の動向や業務の進行状況などのタイムリーな業務情報を電子データで提供する

など、職員の希望を踏まえた支援を行います。  

 

ウ 固定的な性別役割分担意識の改革  

女性の従事業務の拡大を進めていくほか、１（３）ア「女性職員の役付職員への積極的登用」、

１（３）ウ「管理職員の意識改革」及び１（３）エ「男性職員の家庭生活に対する意識醸成」

の取組を通じて、固定的な性別役割分担意識の改革を進めます。  

 

エ 男女を通じた長時間労働の是正など働き方改革  

２（１）「男女を通じた長時間労働の是正など働き方改革」を実施します。  

 

オ 院内保育所の運営の充実 

育児中の職員が安心して勤務できるよう、院内保育所の入所児の拡大を実施するなど、運営

の充実を図ります。  

 

３ ハラスメントへの対策等  

セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの相談窓口において適切に対応します。  


